
 

近畿日本鉄道に対する業務監査の実施結果 

項  目 主 な 取 組 み 状 況 等 所         見 

１．運賃等に関する事項 

（１）関係法令、通達に基づく諸手続等 

 

 

 

 

 

（２）連絡運輸・乗継割引・企画乗車券等 

 ①連絡運輸 

 

 

 

 

 

②乗継割引 

 

 

 

③企画乗車券 

 

 

 

・近畿日本鉄道株式会社（以下「近畿日本鉄

道」という）では、特別車両料金のキロ区

界の設定に伴う届出、肝臓の機能障害者に

対する割引運賃の届出等が行われている。 

 

 

 

・連絡運輸については、直通運転を行ってい

る大阪市交通局、京都市交通局、阪神電鉄

の他ＪＲ西日本、ＪＲ東海等を含め全１２

事業者間で実施されている。 

 

 

・乗継割引については、ＪＲ西日本、大阪市

交通局他全５事業者間と主要駅において乗

継割引を実施している。 

 

・企画乗車券については、奈良大和路、伊勢

志摩をはじめとする観光地の周遊に適した

フリーキップ等を設定している。 

 

・関係法令、通達に基づき適正に処理されて

いる。 

 

・運賃表、関係規程の備え付けは現地監査を

行った駅において、適正に行われていた。 

 

 

・前回監査時（Ｈ１６年度）の指摘事項であ

る京都駅でのＪＲ西日本と間の定期券によ

る連絡運輸については、ＩＣ定期券導入時

期を踏まえ、見直しの検討を行う必要があ

る。 

 

 

 

 

 

・今後とも、利用者利便の向上、需要の喚起

に資する新たな商品の提供することが望ま

れる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ＩＣカードシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外国人旅客を対象とした企画乗車券の設定

は、全線の乗降と３回まで特急の乗車が可

能である「ＫＩＮＴＥＴＳＵ ＲＡＩＬ

ＰＡＳＳ」を発売しているほか、関西国際

空港、中部国際空港からそれぞれの往復乗

車券がついた「ＫＩＮＴＥＴＳＵ ＲＡＩ

Ｌ ＰＡＳＳ wide」を発売しており、外

国人の利用が見込まれる企画乗車券につい

ては、ホームページ上で外国語の案内を行

っている。 

 

・ＩＣカード式乗車券については、平成１９

年４月からＩＣカードシステム「ＰｉＴａ

Ｐａ」を導入している。ＪＲ西日本の「Ｉ

ＣＯＣＡ」と相互利用することができる。

鉄道利用者全体に占める割合は平成２１年

度の平均で８．３％、１日平均の利用者数

は１３．１万人となっている。 

 

 

 

 

・障害者向けＩＣカードの導入については、

現在のところ導入されていない。 

 

 

 

 

・沿線に多くの観光地を抱えており、外国人

旅客に対する利用者サービスの展開は大変

評価される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・ＩＣカードシステムについては、利用者に

も利便性の高いサービスであること、シス

テム開発や駅務機器の設置などの多額の設

備投資を行っていることから、一層の普及

促進に向けた取り組みが望まれるととも

に、近畿圏・中部圏と広域な路線を有する

ことから、今後のＩＣカードシステムを展

開するにあたり、ＩＣ定期券の導入を含め、

関係事業者と連携し十分な協議を行い、今

後の方針を明確にすることが期待される。 

 

・ＩＣカードは、障害者にとっても利便性の

高いものであり、利用者サービス向上の観

点等から、どのような対応ができるのかを

含め、可能な限りスルッとＫＡＮＳＡＩ協

議会加盟関係各社との検討が進められるよ



（３）駅務機器類 

①駅務機器の設置基準 

 

 

 

 

 

 

②駅務機器類等故障時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

③職員による駅務機器・現金等の取扱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・近畿日本鉄道全２９４駅中、１９４駅に自

動改札機、２６９駅に自動券売機、１９６

駅に自動精算機が設置されている。駅務機

器の設置については、社内に基準を設けて

おり、これに基づいて適切に設置されてい

る。 

 

・駅務機器類のトラブルが発生した際の連絡

体制に関する社内マニュアルに基づき、障

害発生箇所より駅務機器保守会社に第一報

を入れ、保守会社から営業課に連絡を行う

ことになっており、連絡を受けた営業課は

運輸課外勤を通じて現場への指示を行うこ

とになっている。また、IC カード関係の障

害の場合は、「スルッとＫＡＮＳＡＩ障害発

生時連絡網」に従い、関係他社局へ連絡す

る体制が取られている。 

 

・駅務機器の基本的な取扱い及び現金・私金

等の取扱いについては、運輸部において駅

務機器の作業手順の雛形を作成し、それを

基に、それぞれの駅長所在駅において、所

属する駅の特性等を考慮して作成している

「営業作業手順」「営業内規」に規定されて

おり、所属する全ての駅に配備されている。

 

 

う期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

（４）運賃の誤表示、誤収受 

 ①誤収受等の発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②再発防止のための対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成２２年７月、駅職員が駅務機器を不正

に操作し、IC カード乗車券の入場記録を取

り消し、不正乗車を行っていた事象が発覚

している。 

 

 

・ 近の３カ年において、ＪＲ線・京都市交

通局線連絡通学定期乗車券の誤発売が２

件、駅務機器のプログラムミスによる誤収

受が５件、釣り銭誤装填による誤収受が４

件、運賃表等誤表示が２件発生している。 

 

・それぞれの誤収受等については、駅の出改

札口付近の見やすい場所へのお詫び文を掲

示するとともに、過払いのあった利用者に

対しては申告に応じて返金する措置を講じ

た。 

 

・基本的な運賃の誤表示・誤収受防止のため

の対策として「運賃誤表示等防止・対応マ

ニュアル」を作成し、各駅に配備している。

 

・機器類のプログラムミスによる誤収受につ

いては、製造メーカーに対して総点検を実

施するよう指示を行うとともに、近鉄が要

求する仕様と機器の差異が発生しないよ

う、開発段階において、近鉄職員とメーカ

ー担当者と綿密に情報を連携しチェック体

・こうした事象は公共交通機関としての信頼

を著しく失墜させるものであることから、

再発防止対策に全力で取り組む必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運賃・料金の正確な収受は、運賃制度を適

正に運用するための基本的事項であるた

め、今後も運賃の誤収受等が発生しないよ

う十分な取り組みが必要である。 

 

・運賃誤収受、駅務機器や現金の取扱いにつ

いて各種マニュアルの作成や社内研修を行

うこととしており一定の評価はできるが、

近年、職員に対して作成されたマニュアル

が多岐に渡り過ぎており浸透していないこ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）その他 

①偽造紙幣等の対応 

 

 

 

 

②無料乗車証の取扱い 

 

 

 

③福祉割引の設定状況 

 

制の強化、実機による検査パターンの見直

し、類似機種との処理結果の突き合わせを

行うこととした。 

 

・つり銭誤装填については、５０円硬貨と５

００円硬貨の取扱いを中止するとともに、

１０円つり銭カセット側面に黄色の幅広帯

シールを貼り付けることで、装填ミスを防

ぐこととした。 

 

 

・偽造紙幣等が発見された場合の対応は、所

管の警察署に連絡するとともに本社運輸課

に報告し、全駅並びに社内関係部署に連絡

する体制となっている。 

 

・職務上の必要により発行する社員証、福利

厚生の一環として設けられている家族乗車

券、株主優待乗車証等がある。 

 

・身体・知的障害者に対する運賃割引は実施

されているが、精神障害者に対する運賃割

引の拡大については、関西の鉄道事業者間

での調整等必要であることから、現段階で

は特に検討していない状況である。 

 

とが想定されることから、マニュアルの管

理方法の改善や職員が実効性ある対応を可

能とするような工夫を講じることが期待さ

れる。 

 
 

２．情報提供に関する事項 ・ホームページにおいて財務等に関する情報、 ・今後とも、利用者に対する各種情報の提供



 運賃に関する情報、安全・サービスに関す

る情報の提供を行っているほか、「近鉄ニュ

ース」と呼ばれるフリーペーパーを駅に配

備しており、沿線催事等を中心に情報提供

を行っている他、駅用ポスター、車内ポス

ターにおいても安全・サービスに関する情

報提供を行っている。 

 

 

を積極的に行っていくことが望まれる。 

 

３．案内情報（旅客案内）に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・駅構内における案内サインに関しては、昭

和５５年に「駅案内標類掲示基準」を策定

し、以後移動等円滑化整備ガイドラインに

準拠させる等、必要に応じて増補、改定を

行いつつ、社内において掲出するサインに

関し、統一的な基準を設けている。 

 

・旅客動線、滞留スペース、旅客用施設、店

舗等の位置などに配慮した駅舎の構成に関

する調整と、建築物の仕上げ、案内標類、

広告宣伝類などとの調和を図るための内外

装に関する調整を行うため「駅舎の構成お

よび内外装に関する整備基準」を策定し、

旅客サービスの更なる向上に取り組んでい

る。 

 

・案内サイン表示の概況については、主要な

駅において交差する路線を表示し、ピクト

・「駅案内標類掲示基準」や「駅舎の構成およ

び内外装に関する整備基準」に基づいて、

利用が多い駅や観光地所在駅等の投資効果

が高く営業戦略上重要な駅などから、順次

計画的に更新を図ってきているところであ

り、今後ともその着実な推進・整備を図っ

ていくことが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

グラムによる施設等の位置表示を併用しな

がら駅構内全域を示す立体的な駅構内図を

表示しており、また、けいはんな線におい

ては駅のナンバリングを行っている。 

 

 

 

 

 

 

４．バリアフリー対策に関する事項 

（１）バリアフリー設備の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・バリアフリー法による移動円滑化基準に適

合した段差解消が図られている駅は、平成

２１年度末現在において、全１１９駅中６

９駅となっており、１日あたりの平均利用

者数５，０００人以上の駅全体に対する基

準に適合した国内全体の駅の整備率と比較

すると低い水準となっているが、平成２２

年度までに９６駅が段差解消される予定で

ある。 

 

・移動円滑化基準に適合した多機能トイレに

ついては、平成２１年度末現在７８駅に設

置されており、平成２２年度までに１０１

駅となる予定である。 

 

・鉄道車両のバリアフリー化については、平

成２１年度末現在で、総車両数５９０編成

中１１６編成が移動円滑化基準全てに適合

している。 

 

 

・移動等円滑化基準への適合に向け、バリア

フリー法における鉄道事業者の責務を踏ま

え、今後とも着実なバリアフリー化を推進

することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）可動式ホーム柵の整備計画 

 

 

 

 

 

 

（３）ソフト面での対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ハンドル形電動車いす利用者への対応 

 

 

 

・ホームドアや可動式ホーム柵の整備に関し

ては、列車の扉位置、扉数の異なる車両が

混在していること、ホームが狭隘でホーム

ドアを設置するスペースが確保できないと

いった課題がある。 

 

 

・一般旅客に対する心のバリアフリーの意

識啓発についての取り組みについては

近畿運輸局主催の「交通バリアフリー化

教室」を実施するにあたり、線内の駅に

おいて実施できるよう積極的に協力し

ている。 

 

・高齢者や障害者を初めとした利用者への

サービス向上の一環として、駅助役等を

対象として NPO法人日本ケアフィットサ

ービス協会が認定する資格である「サー

ビス介助士２級」を取得させており、そ

の資格取得状況については、平成２２年

３月３１日現在で、駅助役４３８名中１

９８名が取得している。 

 

・ハンドル形電動車いすによる利用につい

ては、身体障害者福祉法及び児童福祉法

に基づいた補装具として交付されてい

るもの等の条件を満たすもので、ハンド

ル形電動車いす交付証明書等の書面を

 

 

 

 

 

 



駅員に提示することを条件に、乗車を認

めている。 

 

 

５．外国人観光旅客等への対応に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進

による国際観光の振興に関する法律」に基

づく、外国人観光客が公共交通機関を円滑

に利用するために必要と認められる外国語

等による情報の提供を促進するための措置

を講ずべき区間として、近鉄名古屋・京都・

大阪難波の各駅から賢島駅を結ぶ名古屋

線、山田線、鳥羽線、志摩線、京都線、橿

原線、大阪線、難波線が、大阪難波駅から

近鉄名古屋・近鉄奈良の各駅を結ぶ難波線、

大阪線、名古屋駅、奈良線が、大阪阿部野

橋・京都の各駅から吉野駅を結ぶ南大阪線、

吉野線、京都線、橿原線がそれぞれ指定さ

れている。 

 

・この法律に基づき、駅の案内サインについ

て２カ国語及びピクトグラムによる表示が

指定区間はもとより全ての駅において整備

されている。 

 

・車両への対応状況については、近鉄名古屋

～賢島、大阪難波～近鉄名古屋・近鉄奈良・

賢島、京都～賢島・橿原神宮前、大阪阿部

・ 沿線内に奈良、伊勢志摩を始めとした優良

な観光エリアを多く抱えており、外国人向

け企画乗車券の発売を始めとした外国人

観光旅客等への積極的な取り組みについ

ては評価できるものとなっており、引き続

き、外国人観光旅客等のニーズを踏まえた

対応がなされることが望まれる。 



野橋～吉野の各駅間を運行している特急列

車の全車両内にある路線ネットワーク図が

２カ国語対応となっている。 

 

・外国人観光旅客等への情報提供は、ＨＰに

おいても４カ国語により行われているほ

か、外国人観光客向け企画乗車券である「Ｋ

ＩＮＴＥＴＳＵ ＲＡＩＬ ＰＡＳＳ」等

のパンフレットでは３カ国語標記により作

成している。 

 

・昭和４４年から駅係員、乗務員を対象にし

た英会話講習を実施してきており、また乗

降客数の多い駅では英語、中国語、韓国語、

日本語の４カ国語に対応したコミュニケー

ションボードを設置している。 

 

 

６．乗継円滑化措置に関する事項 

（１）相互直通運転の実施状況等 

 

 

 

 

 

 

 

 

・近畿日本鉄道は、難波線・大阪線・奈良線

において阪神電鉄阪神本線・阪神なんば線

と、けいはんな線において大阪市交通局４

号線と、京都線・奈良線において京都市交

通局烏丸線と相互直通運転を実施してい

る。 

また、鶴橋駅で大阪線と奈良線が、河内

山本駅で大阪線と信貴線が、大和八木駅で

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ダイヤ調整 

 

 

 

 

 

大阪線と橿原線が、大和西大寺駅で京都線、

奈良線、橿原線が、道明寺駅で南大阪線と

道明寺線が、古市駅で南大阪線と長野線が、

尺土駅で南大阪線と御所線が、伊勢中川駅

で大阪線、名古屋線、山田線が、伊勢若松

駅で名古屋線と鈴鹿線が、日永駅で内部線

と八王子線が、それぞれ同一ホームで乗り

換え可能となっている。 

 

・ダイヤ変更時に、自社線内全線及び相互直

通運転を実施している各社とダイヤ調整をお

こなっており、また、南海電鉄、ＪＲ西日本

等とはそれぞれの接続駅において列車の連絡

ができるよう、可能な範囲でダイヤを調整し

ている。さらに、奈良交通、近鉄バス、三重

交通、京阪バス等の各バス会社に対しては、

ダイヤを提供することにより、各駅での列車

との連絡を図ってもらっている。 

 

・自社又は他社線の終電車等が遅延した場合

の列車接続手配については、接続する各社の

現場管理者との間で連絡を取り合い、他列車

への影響を踏まえて可能な限り接続を図って

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・利用者利便の向上のための取り組みが行わ

れていることは評価されるところであり、

引き続き、関係事業者との協調を図りこの

ような取り組みが促進されていくよう検討

することが望まれる。 

 

 

７．事故等による輸送障害時の旅客対応   



（１）輸送障害の発生状況 

 

 

 

 

 

（２）輸送障害発生時の体制等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・近畿日本鉄道における平成２１年度の輸送

障害は、車両に関するものが４件、電気に

関するものが６件、自然災害によるものが

３件、その他鉄道に関するもの以外が１９

件の計３２件発生している。 

 

・大規模な事故・災害発生時の対応としては、

社員の行動及び旅客への対応について「異

例事態に対応するマニュアル（平成２０年

１０月）」を定めている。 

 輸送障害発生時の対応としては、「災害救助

規程」および「運転事故処理規程」があり、

それに基づく「事故災害処理要綱」が、各

輸送統括部で定められている。各駅区にお

いても、それぞれの特異性を加味して行動

基準等を内規で定めている。 

 

・輸送障害発生の際は、駅長または乗務員か

ら運転指令へ報告、運転指令から関係駅区

長、他輸送統括部運転指令、運輸部門、接

続する他事業者運転指令へ伝達されてい

る。また、事故発生現場へは速やかに駅お

よび列車区の助役がかけつけて現場の対応

に当たっている。 

 

 

・接続する他社路線において発生した事故等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

（３）利用者等への情報提供等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

による輸送障害情報については、当該事業

者から接続する路線の運転指令へ連絡が入

り、その後は自社輸送障害発生時と同様の

系統をたどり情報伝達がなされることとな

っており、自社・他社いずれの輸送障害時

においても適切な情報伝達が実施されてい

る。 

 

・輸送障害発生時には、社内においては情報

配信システム上へ掲示している他、指令無

線傍受や、運転指令者からの指令電話、駅

同士での電話により情報伝達を行い、具体

的な情報提供に努めている。 

 

・車内の乗務員に対しては、運転指令者と指

令無線による通話や傍受、駅を介しての指

示・連絡により情報伝達を行っている。な

お、車掌への情報配信をより確実に行うた

め、現在車掌へ携帯電話を配布することに

ついて具体的な検討を進めている。 

 

・車両内における利用者等への情報提供方法

としては、車内放送により案内を行ってい

る。乗務員には案内放送用語例を配布して

放送する事項を統一することにより、必要

な情報を正確に伝えられるようにしてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・輸送障害発生時においては、利用者から詳

細な情報が求められるため、今後も積極的

に伝達手段を検討し、情報提供に努めるこ

とが望まれる。 

 

 

 



 

（４）振替輸送等 

 

 

 

 

 

（５）遅延証明 

 

 

 

 

 

（６）輸送障害時に対応した教育・訓練 

 

 

・振替輸送については、輸送障害が発生し、

運行不能もしくは輸送力の大幅な低下が見

込まれる場合には、運転指令の判断で行う

ことにしており、併せて列車内や各駅での

案内放送等により情報提供を行っている。 

 

・列車遅延により遅延証明書については、発

行するための遅延時間の設定をしておら

ず、乗客からの申し出があれば駅係員より

改札付近での手渡しにて発行している。ホ

ームページでの発行は予定していない。 

 

・輸送障害が発生した際を想定した訓練は、

駅単位で年４回事故発生時の処理や異例時

放送などについて行っている。会社全体で

は、地元の警察や消防の参加も得て「事故

災害総合復旧訓練」を年１回実施している。

この他、消防からの申し出により消防や他

社とも合同で訓練を行う機会もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大幅な遅延の場合は、改札が混雑する場合

があるため、ホームページでの遅延証明書

の発行について検討することが期待され

る。 

 

 

・教育・訓練の場では、活用しやすく実践的

なマニュアルを整理し、教育・訓練の場で

実際に活用するなど、日頃から万全な対応

ができる体制を整えておくことが望まれ

る。今後とも輸送障害発生時において的確

な対応ができるよう、年間を通して計画的

に教育・訓練を実施することが望まれる。 

８．災害時等の旅客対応に関する事項 ・災害対応等危機管理については、「異例事態

に対応するマニュアル」に基づき実施する

こととしている。 

 

・災害対応等訓練については、駅単位で年４

・役員、管理・監督職に対しては定期的に「安

全環境推進講演会」を開催し、意識の向上

を図るなど、積極的に取り組んでおり評価

できる。 

・今後とも、災害発生時等に安全に旅客を避



回、会社全体では警察や消防と連携し同様

に年４回実施している。なお、消防と連携

した訓練については駅単位でも年２回実施

している。 

 

  

難・誘導するとともに、適切な処置が行え

るよう、関係機関とも連携しながら教育・

訓練を実施することが望まれる。 

 

 

９．利用者からの意見等に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・秘書広報部において利用者の意見を集約し

たデータの管理を行っている。平成１６年

よりホームページに意見窓口を設置してい

る他、各駅で承った意見については、デー

タを入力し秘書広報部に送信する。秘書広

報部で集約された意見は、本社においては

幹部、管理・監督職を始め全社員がパソコ

ンで閲覧できるようになっている。 

 

・利用者からの意見等については、毎月秘書

広報部において統計を作成し、本社の社員

及び各駅に配布して、どのような意見が増

えているかなどがわかるようにしている。 

 

・今後とも、利用者の意見を取り入れ、多い

事例については研修の場などで再周知する

など、多くの機会を活用することについて

検討していくことが望まれる。 

 

１０．駅員の接遇等に関する事項 

（１）移動制約者対応への教育 

 

 

 

（２）駅係員の研修等 

 

・移動制約者対応への教育については、４．

（４）のとおり積極的に取り組まれている。

 

 

・接遇教育について、お客様第一主義の実践

 

 

 

 

 

・今後も引き続き、会社全体で接遇に対する



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）駅業務の委託 

 

 

 

 

（４）暴力行為への対応、迷惑行為等への対

応 

 

 

 

を目指し、新任車掌全員に対して接遇向上

研修を行っている他、定期的に列車区対象

接遇向上研修を行い、接遇・アナウンスに

関する技能の向上に努めている。また、年

１回駅係員および車掌を対象とした接遇に

関するコンクールを実施して優秀者を表彰

することで係員のモチベーションや職場全

体の意識の向上を図っている。 

 

・以前は株式会社近鉄ステーションサービス

に駅業務を委託していたが、平成１８年３

月に同社を吸収合併しており、現在は委託

していない。 

 

・大阪輸送統括部管内における２１年度の暴

力行為件数は、２２件発生しており、２０

年度と比較して２２％増加している。痴漢

行為は５５件発生しており、２０年度と比

較して１３％減少している。 

 

・マナーの啓発については、車内アナウンス

により呼びかけを行っている。実際に迷惑

行為等が発生した場合は、所轄警察と連携

して対応することとしており、毎年、大阪

府鉄道警察連絡協議会定例会に出席するな

ど、連携の強化に努めている。 

 

意識の向上に努め、より効果的な研修を検

討しながら継続していくことが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後とも、警察との連携強化を図るととも

に、暴力等迷惑行為の防止等の啓蒙活動に

努めることが望まれる。 

 



１１．その他のサービスに関する事項   

（１） 鉄道利用者への救護・救急体制につい

て 

・平成２２年１２月現在で、２９駅に自動体

外式除細動装置（ＡＥＤ）を設置している。

ＡＥＤが設置されている駅に勤務する助役

には、消防署が実施する救命講習の受講を

義務付けている。 

 

 

  

  

  

   

 ・平成１７年４月から駅長所在駅３７駅を「こ

ども１１０番の駅」として、助けを求めて

きた子供を保護し警察へ通報する取り組み

を他の駅と共同で行っている。 

 

  

  

  

   

（２）携帯電話・優先席の対応 ・車内の携帯電話の使用について、優先席付

近では携帯電話の電源を切り、それ以外の

場所ではマナーモードに設定し通話は遠慮

してもらうという取り組みを行っている。 

・今後とも利用者に対する啓発に取り組み事

が望まれる。  

  

  

   

 ・携帯電話及び優先席の取扱いについて他社

と同様、車内においては放送や文字及びピ

クトグラムによるステッカーの貼付、駅に

おいてはマナーポスターの掲示や乗車位置

表に優先席を表示するなどマナー啓発に努

めている。 

 

  

  

  

  

  

   

（３） 健康増進法への対応 ・利用者からの意見を参考にしながら分煙に

努めている。全面禁煙になっていない駅に

ついては、喫煙ルームの設置が難しい場合

は、可能な限り喫煙コーナーを１箇所に集

・健康増進法及び関連通達もあることから、 

この趣旨を踏まえ他積極的な取り組みが期

待される。 

 

 

  



 

 

 

（４） ベビーカー対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 女性専用車両の導入やマタニティ・マ

ーク等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約したり、ホーム端に設置するなどの対策

を講じている。 

 

・ベビーカーの取扱いについては、保護者の

付き添いのもと、他の乗客の安全、ベビー

カー及び乳幼児の安全が充分に確保される

こと、使用により輸送上支障を生じる恐れ

がないことなどを条件にベビーカーを折り

たたまずに車内に持ち込むことが可能とさ

れている。 

 

 

・平成１５年３月から奈良線上りで、平日始

発から９時３０分の間に大阪難波駅に到着

する快速急行列車で女性専用車両の運行を

行っている。運行に際しては、ポスターの

掲示、駅構内及び車内放送による案内を実

施するなど、鉄道利用者に対する協力を呼

びかけている。 

 

・マタニティ・マークについては、車両の優

先座席へのステッカー貼付や駅でのポスタ

ー掲示などにより、鉄道利用者に対する妊

婦への配慮について啓発を行っている。 

 

・遺失物などの取扱いについては、本社より

全駅区長宛に社内通知により適正な遺失物

の取扱いについて周知を行っている。駅に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後とも、利用者からの意見や利用実態を

考慮しながら、利用者が気持ちよく鉄道を

利用できるような取り組みが進められるこ

とが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

１２．ＣＳＲ（企業の社会的責任）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３．けいはんな線及び鳥羽線に設定されて

いる加算運賃について 

 

 

 

届いた遺失物に関しては「遺失物検索シス

テム」によりデータで情報を共有し、どの

駅で問い合わせを受けても早急に対応でき

るようになっている。 

 

 

・法令及び企業倫理に則った企業行動を推進

するため、「法令倫理委員会」を設置すると

ともに、各部署に法令倫理責任者および法

令倫理担当者を置いている。一般社員や法

令倫理責任者を対象に、法令や企業倫理に

係る研修を実施している他、役員、管理職、

各部署の法令倫理担当者については毎年講

演会を実施している。 

 

・地域社会とも連携を図り、「こども１１０番

の駅」の取り組みの他に、沿線市町村の防

火協会運動への参加、地元のイベントへの

協力、中学校職業体験学習の受け入れ、「き

んてつ鉄道まつり」の開催など様々な活動

を行っている。 

 

 

・けいはんな線の加算運賃については、整備

費用の回収が未だ十分でないことから、当

分の間現行の加算運賃を維持することにし

ているが、鳥羽線は、費用の回収が完了し

ていないものの、長期間にわたり加算運賃

 

 

 

 

 

 

・引き続き、法令倫理委員会を活用し、研修

や講演会を通して職員一人一人のコンプラ

イアンス意識を高め、不祥事を発生させな

い職場環境を作り上げることが望まれる。 

 

 

 

 

 

・地域と積極的にコミュニケーションを取っ

ていることは評価できる。今後とも、利用

者から必要とされる会社を目指し地域社会

と協力していくことが望まれる。 

 

 

 

 

・鳥羽線の加算運賃については、新線建設に

おける費用の早期回収を行い収支の改善を

行うという設定当初の目的は、既に果たさ

れているものと解されること、長期間設定

されていることから、利用者等対外的な説



 

 

 

 

 

 

 

１４．駅係員の寝過ごしによる始業遅延に対

する改善策の取組みについて 

を設定していることから、次回の運賃改定

のタイミングで収支状況を考慮した上で、

加算運賃の廃止に向けた検討が必要という

認識である。 

 

 

・始業遅延に対する改善策の取り組みとして、

駅係員の寝過ごしを防止するため、起床確

認時他の作業が重複していた２駅において

起床確認を行う助役の作業ダイヤを見直

し、起床確認に専念できるよう改善した。 

 

・また、関係駅について「起床確認支援シス

テム」を導入した他、４２駅について駅設

備をタイマー化し、ハード面でも積極的に

再発防止対策を進めている。 

 

・始業遅延を含む、社内での不祥事が起きた

場合の現場社員への注意喚起については、

運輸部より管区の駅長に通達を出し、朝礼

時や駅長より各駅の係員に周知するととも

に口頭で駅員に確認することで内容を確実

に周知している。 

 

 

明に対し理解を得られにくい状況にあるこ

とから、早急に廃止・減額することについ

て前広に検討を行う必要がある。 

 

 

 

・引き続き、係員のチェック体制によるソフ

ト面と合わせて、駅設備のタイマーなどハ

ード面の整備も促進することにより確実に

件数を減らしていく必要がある。 


